
　北栄町自治会長会　日程 

 

日時　令和８年４月２７日（月） 

午後３時４０分から 

場所　大栄農村環境改善センター　 

 

１　開会 

 

２　会長あいさつ 

 

３　町長あいさつ 

 

４　協議及び連絡事項について 

 

　　（裏面のとおり） 

 

 

 

 

 

 

５　質疑応答 

 

６　その他 

（１）１１月自治会長会・・・令和８年１１月２５日(水)【予定】 

　　　　時間：午後２時３０分～午後３時１５分　研修会 

　　　　　　　午後３時３０分～午後５時００分　自治会長会 

      　　会場：大栄農村環境改善センター 

 

７　閉　会 
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担当課 題名
資料
番号

提出期限

議会事務局 令和８年「北栄町議会出前座談会」の自治会開催について（依頼） 1 ※ ～10/30

総務課 自治会要望の結果について 2

年間イベント情報について 3

自治会関係の町補助制度一覧について 4

自治会総合交付金について 5 5/22(金)

令和９年度　コミュニティ助成事業について 6 7/31(金)

交通災害共済の加入者証について　［4/24(金)発送予定］
同促進交付金の支払いについて　［8/17(月)支払予定］

7

令和８年度　防災士養成研修受講申込書のとりまとめについて 8 6/5(金)

北栄町情報配信アプリについて 9

福祉課 令和８年度　敬老行事補助金について 10 開催2週間前

金婚表彰対象者の調査及び報告について 11 6/26(金)

令和８年度日本赤十字募金のお願いについて 12 5/22(金)

ふくしと健康の相談窓口 13

防災福祉マップ作成にかかる補助金について 14

認知症行方不明者捜索模擬訓練について 15 ※

健康推進課 令和８年度　健康づくり事業について 16

北栄町食生活改善推進員養成講座について 17 ※

地域整備課 自治会が実施する除草作業等に対する費用助成について 18

環境エネルギー課 地域猫活動について 19

再生資源回収報奨金について 20

教育総務課 地域で子どもを育てる体験活動支援補助金について 21

生涯学習課 令和８年度　人権を学ぶ会について 22

あいさつ運動について 23 ※

社会福祉協議会 令和８年度　社会福祉協議会会費のお願いについて 24 5/22(金)

令和８年４月自治会長会　提出議題 ※＝昨年同時期になかった議題
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17 

 

 

 

     第２０２６-１２８-０  

令和８年４月２７日 

 

自治会長 各位 

 

北栄町議会議長  前 田 栄 治 

                              (公印省略) 

 

 

令和８年「北栄町議会出前座談会」の自治会開催について（依頼） 

 

 日頃、本町議会活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本町議会では、町民の皆様の意見をお聞きし、町政に反映させるため、また議会運営の

改善を図るために、議会報告と意見交換を行う出前座談会を開催しています。 

 これまで開催されていない自治会におかれましては、ぜひ自治会の皆様にお声かけをしていた

だき、この会をご利用くださいますようお願いいたします。 

なお、議会定例会などと日程を調整する必要があるため、出前座談会の開催を希望される場合

は、開催希望のおおむね 1か月前までに、北栄町議会事務局へお申し込みいただきますようお願

いします。 

 

記 

１ 開催時期 

  ５月から１１月までの間で、希望に応じます。 

   

２ 開催場所 

  各自治会公民館 

 

３ その他 

  裏面のとおり 

 

 

  

【連絡先】 

北栄町議会事務局（担当 手嶋） 

電 話 0858-37－2445 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858-37-5858 

電子ﾒｰﾙ gikai@e-hokuei.net 

 

【議会事務局】資料№１ 
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令和８年「北栄町議会出前座談会」実施計画 

  

 

１ 内容 

  北栄町議会は、希望される自治会公民館に訪問させていただき、今後の町政や議会活動に活

かすために、住民の皆様から、ご意見や提言をお聞きしたいと思います。 

 

２ 開催時期と回数  

５月から１１月までの間で随時 

  ※具体的な日時は、申し込みの受付後に調整させていただきます。 

 

３ 開催場所 

 各自治会の公民館 

 

４ 訪問体制 

 北栄町議会議員５人＋事務局１人 計６人 

   

５ 座談会日程（所要時間:１時間３０分程度） 

（１）開 会 

（２）議会代表あいさつ 

（３）議員紹介 

（４）意見交換（質疑応答含む） 

（５）議会代表あいさつ 

（６）閉  会 

※出前座談会の司会進行並びに会場設営等は、すべて北栄町議会で行います。 

 

６ 開催自治会へお願いしたいこと 

（１）自治会内への出前座談会参加の呼びかけ 

（２）出前座談会当日の公民館の解錠・施錠 

（３）出前座談会当日の自治会公民館使用料の免除 
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令和８年「北栄町議会出前座談会」開催申し込み用紙 

  次のとおり議会出前座談会の開催を希望します。 

 

自 治 会 名 （           ）自治会 

開催希望の 

自治会公民館名 
（             ） 

開催希望日・時期 

開始時刻 

（   月   日   頃 ） 

（   ：   ～１時間３０分程度） 

意見交換の議題 

※希望のテーマがあれば、お書きください。 

（例：高齢化と福祉施策、自主防災組織の強化について、など） 

申し込み代表者 （              ） 

連絡先（電話番号） （    －   －     ） 
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2026年度　年間イベント情報

番号 事業名（課名） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1
消防、防災関係
　　（総務課）

町ポンプ操法大
会
(17日)

北栄町防災訓練
（4日）県防災訓
練と合同開催

秋季全国火災予
防運動（9～15
日）

北栄町消防出初
式
（未定）

春季全国火災予
防運動（1～7
日）

2 交通安全（総務課）
春の全国交通安
全運動（6～15
日）

夏の交通安全県
民運動（13～22
日）

秋の全国交通安全
運動（21～30日）

年末の交通安全
県民運動（14～
23日）

3
男女共同参画関係（企
画財政課）

男女共同参画
フォーラム(未
定)

4 福祉関係(福祉課）
・戦没者追悼式
（25日）

・介護予防フェ
スタ（18日）

5
国内交流関係
（観光交流課）

台湾台中市大肚区
へ青少年訪問団派
遣（27～30日）

湖南市 夏まつり
（1日）

湖南市 秋まつり
（予定）

台湾台中市大肚
区青少年訪問団
が来町（予定）

6
北栄砂丘まつり
（観光交流課）

北栄砂丘まつり
（23日）

7 地域整備課
天神川一斉清掃
（4/19　7：00
～）

北条道路一部開
通
（未定）

青山先生＆怪盗
キッド誕生日イ
ベント（6月）
マラソン大会関
連イベント（14
日
)
X(旧ツイッ
ター）フォロ
ワー15万人達成
記念イベント（6
月）

・七夕イベント
（上旬）　　　　　　　　　　　
・夏休みＡＲラ
リー（７月中中
～9月中旬頃）

・夏休みイベン
ト
（中旬頃）

・町民無料デー
（10月、11月
頃）
・閉館イベント
（１０月中旬～
令和９年１月
頃）

・日本海新聞共
催イベント

クリスマスイベ
ント（下旬ご
ろ）

・お正月イベン
ト（正月3が日）　　　　　　　　　　　　　　
・青山剛昌先生
と話そうＤＡＹ
（3日）

9 北条支所
もち米作り(田植
え)体験(未定)

魚釣り教室(未
定)
あつまらいや食
堂(未定)

もち米作り(稲刈
り)体験(未定)

第9回北条ふるさ
とまつり（8日）
もち米作り(収穫
祭)体験(未定)

ひなまつりス
イーツづくり(未
定)

第9回茶臼山桜ま
つり（未定）

10 環境エネルギー課
クリーン作戦
（4.5.6.7月）

クリーン作戦
（9.10.11.12月）

環境推進委員会

　　ＧＷイベント（4/25～5/6）
新館リニューアルに伴い閉館予定

青　山　剛　昌　名　探　偵　コ　ナ　ン　特　別　原　画　展２０２６　※２０２６年１１月まで（予定）　期間の延長あり

劇場版名探偵コナン「隻眼の残
像」グッズ展示　(5月末まで）

グッズ展示（内容は未定）

劇場版名探偵コナン「隻眼の残像」原画展示　
（6月末まで）

原画展示（内容は未定）

8
ふるさと館関係
（観光交流課）

【総務課】資料No.3
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2026年度　年間イベント情報　　教育委員会関係　　　　　　　　　　　　　　  
 

番号 事　　　業　　　名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 

１ 学校関係（教育総務課）

小中学校入学式

（9 日） 
北条小学校運動

会（23 日） 
大栄小学校運動

会（23 日）

同日公開参観日

（19 日） 
夏期休業日 
　小学校　7月 24 日～8 月 26 日 
北条中　7月 24 日～8 月 26 日 
大栄中　7月 25 日～8 月 30 日 
※サマースクール、自治会学習、

活動支援事業実施 
　 

郡水泳大会(7 月 29 日)　　　  
北栄町じんけんサミット 

(8 月 18 日)

中学校運動会 
北条中（12 日） 
大栄中（19 日） 

中部駅伝(15 日) 
北条小学校学習

発表会（21 日） 
大栄小学校学習

発表会（23 日） 
同日公開参観日 
（大栄 2日） 
中学校文化祭 
（31 日）

同日公開参観日 
（北条 11 日） 

冬期休業日 
小学校　12 月 24 日～1 月 6日 
北条中　12 月 23 日～1 月 5日 
大栄中　12 月 24 日～1 月 5日

中学校卒業式 
（9日） 
小学校卒業式 
（18 日） 
学年末休業日 
（25 日～31 日）

 

２ 給食センター

１学期給食開始 
小学校（13 日） 
北条中（13 日） 
大栄中（10 日）

1学期給食終了 
小学校（22 日） 
北条中（17 日） 
大栄中（24 日）

2学期給食開始 
小学校（28 日） 
北条中（27 日） 
大栄中（31 日）

2学期給食終了 
小学校（22 日） 
北条中（21 日） 
大栄中（23 日）

3学期給食開始 
小学校（8日） 
中学校（6日） 
全国学校給食週

間（24日～30日）

学校給食展 
（1日～15 日）

3学期給食終了 
小学校（23 日） 
北条中（23 日） 
大栄中（24 日）

 

３ こども園関係（教育総務課）

入園式（3 日） 同日公開参観日

（19 日） 
運動会 
北条(３日） 
大誠（17 日） 
由良（10 日） 

同日公開参観 
（大栄 2日） 

同日公開参観 
（北条 11 日） 
 
発表会 
北条(26 日) 

　　※0.1 歳児

発表会 
北条(10日) 
※2歳以上児 
大誠(11 日) 
由良(18 日）

卒園式（23 日） 
年度末休業日 
（25 日～31 日）

 
冬期休業日 12 月 29 日～1 月 3 日

 

４ 人権教育関係（生涯学習課）

①人推協理事会

(8 日) 
人推協総会（21

日） 
人権尊重審議会

(21 日)

①地区推進員会

議(19 日)
部落解放月間(7/10～8/9) 人権を学ぶ会 9月～11 月 人権週間(4～10) ③人推協理事会

(16 日) 
 ②地区推進員会

議(18 日) 
②人推協理事会

(26 日)

じんけんフェス

ティバル(5 日)

 

５
ほくほくプラザ（生涯学習課） 
※土日も開館

①分かりやすいじ

んけんの話(15 日)

②分かりやすいじ

んけんの話(26 日)

③分かりやすいじ

んけんの話(26 日)

④-1 分かりやすい

じんけんの話(18

日)

④-2 分かりやすい

じんけんの話(14

日)

⑤分かりやすいじ

んけんの話(21 日)

⑥分かりやすいじ

んけんの話(11 日)

 ほくほく食堂：年４回(学校長期休業中)　　おしゃべりサロン：毎月１回(第 3金曜日)　　　絵本の読み聞かせ会:毎月１回(第 2日曜日)　　　習字教室：毎月２回(土)　　　児童向け行事：月 1～２回(土・日)

 

６
体育関係（生涯学習課） 
 
◆＝北栄スポーツクラブ事業

国坂文化探訪ウ

オーク 
（18 日）

第 39 回すいか・

ながいも健康マ

ラソン大会（14

日）

郡スポレク(メ

イン日)(6 日) 

◆町ソフトボー

ル大会(20 日) 
◆ 町 グ ラ ウ ン

ド・ゴルフ大会(4

日)

六尾反射炉、瀬戸

周遊ウオーク（7

日） 
◆町駅伝大会(15

日) 
◆町バレーボー

ル大会（29 日)

◆町バドミント

ン大会(13 日)

◆元旦マラソン

＆ウオーキング 
(1 日) 
◆町卓球大会 
(17 日)  
◆町パットゲー

ム ス タ ー 大 会

（24 日）

北栄町スポーツ

表彰(20 日) 
◆町バスケット

ボール大会(28

日)

 
７ 社会教育関係（生涯学習課）

あいさつ運動 
（25 日～29 日） 

あいさつ運動 
（19 日～23 日）

R8 成人式（3日）

 
８ 文化関係（生涯学習課）

北栄文化回廊 
（3～15 日）

 
９ 北栄みらい伝承館

郷土の作家たち　 
「デザイナー・池田正晰　遺作展」 
（4月 14 日～5月 17 日）

北栄町の民俗 
「昔の生活道具」 
（6 月 2 日～7月 20 日）

郷土の作家たち 
「大塚 健一朗　写真展」 
（8月 1日～9月 13 日） 

特別展 北栄町の美術 
「生誕 130 年　前田 寛治 展」 
（10 月 1日～11 月 15 日）

北栄町の歴史 
「北条小学校　展」 
（12 月 5日～1月 24 日）

北栄町の人物伝 
「ことを成した五人の偉人」 
（2月 13 日～3月 28 日）

【総務課】資料 No.3 
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 番
号

事　　　業　　　名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 

10
中央公民館 
　※開催周知は別途行います。 

第 20 回 
公民館まつり 
・作品展(6/27

～7/5) 
・芸能発表会

(7/5)

第 22 回美術展 
（3～15 日）

 【シニアクラブ】 
開講式

毎月総合学習１回、コース別学習１回開催 ス ポ ー ツ 交 流　

会、コース別学

習１回

野外研修、コース

別学習１回

毎月総合学習１回、コース別学習１回開催 閉講式

 【スマホ相談会】 第 1回（3 日） 第 2 回（15 日） 第 3 回（5日） 第 4 回（2日） 第 5回（7 日） 第 6回（4日） 第 7回（2日） 第 8回（20 日）

 【スマホ教室】 第 1回（21 日） 第 2回（11 日） 第 3 回（16 日） 

高校生（30 日）

高校生（6日） 第 4 回（10 日） 第 5回（15 日） 第 6回（26 日）

 【健康マージャ

ン教室】

第 1回（19 日） 第 2 回（4日） 第 3回（27 日）

 【脳トレ教室】 
 

第 1回（15 日） 

第 2回（29 日）

第 3回（12 日） 

第 4回（26 日）

第 5 回（17 日） 

第 6 回（31 日）

第 7 回（21 日） 第 8 回（11 日） 

第 9 回（25 日）

第 10 回（9日） 

第 11 回（23 日）

第 12 回（13 日） 第 13 回（4日） 

第 14 回（18 日）

第 15 回（15 日） 
第 16 回（29 日）

第 17 回（12 日） 
第 18 回（26 日）

第 19 回（12 日） 
第 20 回（26 日）

 【つまみ細工教

室】
第 1回（21 日） 第 2回（12 日）

 【民芸実習館】 陶芸教室①成形

（24 日） 
木竹教室①（7

日） 
水墨画教室①（21

日） 
陶芸教室①色付

（28 日）

陶芸教室②成形

（23 日） 
木版画教室①（29

日）

木竹教室②（6

日） 
水 墨 画 教 室 ②

（12 日） 
木版画教室②③

（12.26 日） 
 

陶芸教室②色付

（4 日) 
木版画教室④（10

日） 

木竹教室③（8

日） 
水墨画教室③（13

日）

 

11
図書館 
　※日程は予定です。 
　　開催周知は別途行います。

こどもの読書週

間イベント（25

日～5 月 10 日） 
おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)

あたまイキイキ

音読教室（14 日） 
おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)

おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜) 

あたまイキイキ

音読教室（16 日） 
 おはなし会 
（ 本 館 毎 週 日

曜、分室第 2 土

曜)

あたまイキイキ

音読教室（19 日） 
おはなし会 
（ 本 館 毎 週 日

曜、分室第 2 土

曜) 

絵本事業ワーク

ショップ・講演会

（24 日） 
おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)

あたまイキイキ

音読教室（19 日） 
おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)

おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜) 
 

新春リサイクル

ブックフェア 
（9日～10 日） 
あたまイキイキ

音読教室（15

日） 
おはなし会 
（ 本 館 毎 週 日

曜、分室第 2 土

曜) 

おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)

あたまイキイキ

音読教室（6 日） 
おはなし会 
（本館毎週日曜、

分室第 2土曜)
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自治会関係の町補助金制度一覧

補助金額
（補助率、上限額等）

申請・交付時期 担当課

総 1 自治会運営交付金 均等割：40,000円/自治会 申請：5月

世帯割：2,000円/世帯数 交付：6月下旬

総 2 防犯灯維持管理交付金

総 3 防火防災組織運営交付金 自衛消防団又は自主防災組織

　均等割：5,000円/団体

　消防ポンプ割：20,000円＋200円×世帯数

女性消防隊

　均等割：5,000円/団体

　消防ポンプ割：20,000円

総 4 再生可能エネルギー推進交付金 太陽光発電設備の設置がない自治会

均等割：10,000円/自治会

総 5 -1防火防災器具等交付金（防災備品） 補助率：1/2

上限額：10万円

総 5 -2防火防災器具等交付金（消防器具） 補助率：1/2　　　　上限額：10万円

総 6 -1訓練支援活動交付金（訓練活動） 訓練活動に対する経費助成

　400円/参加世帯

　上限：5回又は10万円

総 6 -2 訓練支援活動交付金（支援活動） 防火防災支援活動に対する経費助成

　200円/回・活動参加・従事者

　避難所にあっては、1泊2日を1回とする

総 6 -3 訓練支援活動交付金（消耗品） 訓練、防火防災支援活動の消耗品助成

　購入費×1/2

　上限：50,000円/自治会

総 7 除雪活動交付金 　経費の1/2

　上限額：50,000円/回・自治会

（令和8年4月現在）

補助金の名称・内容

文書配付等に係る自治会運営経費の助成
総務課

防犯灯電気料金の1/3
申請：5月
交付：6月下旬

総務課自治会が設置する防犯灯の電力料金の一
部補助

申請：5月
交付：6月下旬

総務課

自主防災組織の運営、消防ポンプの維持
管理経費の助成

申請：5月
交付：6月下旬

総務課

申請：随時
交付：随時

総務課自主防災組織等が防災活動で使用する資
機材の購入費助成（担架、ﾘﾔｶｰ、ｼﾞｬｯｷ等）

申請：随時
交付：随時
　（あっ旋分は8月）

総務課消防用器具の購入費、修繕費に対する助
成（消防ホース、格納庫、作業服など）

※1月自治会要望時にあっ旋取りまとめ
（あっ旋にない物品購入や修繕は実施後に
随時申請）

自治会、自主防災組織、自衛消防団等が
主催実施した防災訓練、避難訓練、救命講
習等に対する助成。●町主催訓練参加、消
火栓等点検作業は対象外。

自治会等が実施した住民の避難支援、消
火・捜索活動、空家対策（応急処置、除草、
駆除）に対する助成。●自治会内のゴミ拾
いや側溝清掃など環境対策は対象外。

上記①②の活動のために購入した消耗品･
食料費の購入に対する助成。●食料は避
難者食事に限る。

申請：随時
　(実施後、年度内)
交付：随時
※申請には、除雪
後の写真、除雪位
置図が必要

総務課

自治会が行った道路除雪経費（作業員労務
費、除雪委託料、機械の燃料費・借上料
等）に対する助成。●飲食、用具購入、機械
点検費。領収（請求）書のない経費は対象
外。

申請：随時
 (実施後、年度内)
交付：随時

※①の申請には、
活動中の写真、参
加世帯名簿が必
要
※②の申請には、
活動中の写真、参
加者名簿が必要

総務課

【総務課】資料No.4
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補助金額
（補助率、上限額等）

申請・交付時期 担当課補助金の名称・内容

総 8 LED防犯灯整備等補助金 補助率：設置費、修繕費の1/2

上限額：30,000円/灯

(支柱を設置する場合の上限：50,000円)

※工事着手前に申請

※修繕の場合、1灯あたりの工事費が3万円以上

総 9 自治会除雪機整備費補助金 ①除雪機購入支援

　補助率：購入費（付属品含む）の1/2

※付属品は、本体ｶﾊﾞｰ、ｶﾞｿﾘﾝ携行缶 　上限額：250,000円

総 10 自衛消防設備等整備費補助金 補助率：1/2

上限額：消防ポンプ格納庫整備30万円

　　　　　その他は上限なし

総 11 自治会集会施設整備補助金 補助率：借入金の5％

※土地取得費、改修に係るものは対象外

総 12 自治会集会所修繕等補助金 補助率：費用の1/2。補助金上限50万円

※本補助金の対象経費が30万円未満のも
のは対象外
※自治会集会施設バリアフリー改修等補
助金に

総 13 自治会集会施設バリアフリー改修等補助金 補助率：費用の1/2。補助金上限20万円

総 14 コミュニティ助成事業（一般コミュニティ） 補助率：10/10

助成額：100万円～250万円

総 15 コミュニティ助成事業（コミュニティセンター） 補助率：3/5以内

上限額：1,500万円

総 16 コミュニティ助成事業（防災組織育成） 補助率：10/10

助成額：30万円～200万円

　　　　

企 1 バス待合所整備費補助金 補助率：新築・改築・修繕2/3

上限額：40万～80万円（内容により変動）

※1月自治会要望

環 1 ごみ収集所整備費補助金 補助率：1/2

上限額：20万円

※希望取りまとめは1月。緊急は随時（事前）

環 2 不法投棄廃棄物撤去事業等補助金 重機等借上げ経費、労務費の1/2

廃棄物処分経費10/10

※事前にご相談ください。

※監視カメラ貸出（無料）もあります

環 3 再生資源回収報奨金 古紙類（新聞・雑誌等）　3円/kg

金属類（アルミ缶等）　5円/kg

びん類（一升瓶・ビール瓶）　5円/本

自治会が購入する除雪機に対する補助

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

総務課

自治会が設置するＬＥＤ防犯灯の整備・修
繕に対する助成

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

総務課

※1月自治
会要望必要

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

総務課

※1月自治
会要望必要

消火栓の設置・移設、消防ポンプ格納庫の
整備、（小型消防ポンプの購入）に対する助
成

申請：随時
交付：随時

総務課自治会が自治会集会施設整備（新築、増
築、購入）のため、銀行等からの借入に対
する助成

申請：随時 （着手
前、12月末まで）
交付：随時

総務課
自治会が行う集会所の増改築及び修繕等
に対する補助

申請：随時　（着手
前、12月末まで）
交付：随時

総務課自治会集会施設のバリアフリー改修等費用
に対する補助

※一般的なバリアフリー改修のほか、トイレ
改修（和式⇒洋式）、冷暖房設備設置が対
象。

申請：9月頃
決定：翌年4月
交付：随時

総務課自治会活動に直接必要な施設・設備の整
備に対する助成

申請：9月頃
決定：翌年4月
交付：随時

総務課自治会集会所などの建設整備費に対する
助成

申請：9月頃
決定：翌年4月
交付：随時

総務課消防器具、消防ポンプ、消防ポンプ格納庫
整備などに対する助成

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

企画財政課自治会が行うバスの待合所の整備（新設、
改築、修繕）に対する助成

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

環境エネル
ギー課

ごみ収集所の新設・改築・修繕に係る費用
の助成

申請：随時
　　　　（着手前）
交付：随時

環境エネル
ギー課

不法投棄された廃棄物の処分のための重
機等借上経費、労務費、廃棄物処分経費
の支援

申請：随時
交付：随時

環境エネル
ギー課

古紙、金属等の再生資源の回収に対する
報奨金
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補助金額
（補助率、上限額等）

申請・交付時期 担当課補助金の名称・内容

福 1 敬老行事補助金 75歳以上1人あたり1,000円

（集合開催する場合は更に1,000円/人を加算）

※現金や商品券等の金券類は補助の対象

になりません。

福 2 防災福祉マップ作成等支援 ①災害時要支援対策促進事業

　上限額：50,000円

②ステップアップ事業

　上限額：100,000円

　※①の補助を受けた自治会が対象

福 3 福祉活動助成金

産 1 地域緑化の推進事業 上限額：50,000円/１地区

※13地区程度を想定、審査により交付額決定

産 2 生活・生産基盤施設原材料等支給事業 補助率等：対象施設により50～100％

地 上限額：20万円

産 3 枯松伐採促進事業補助金 町単価表の60％

地 1 震災に強いまちづくり促進事業補助金 補助率：2/3

上限額：延床面積×単価

（延床面積1,000㎡以内　4,580円/㎡）

教 1 地域で子どもを育てる体験活動支援補助金 40,000円/自治会（上限）

自治会における福祉活動の支援

申請：事業実施
　　　　2週間前
交付：随時
　　 (事業実施後)

福祉課
自治会における敬老会等事業に対する助

成

申請：随時
交付：随時

福祉課
社会福祉
     協議会

①災害時要支援対策促進事業：防災福祉
マップ（支え愛マップ）作成、避難支援物品、
研修会開催経費等の支援
②ステップアップ事業：支え愛マップの見直
し、支え愛連絡会立上げ、避難支援の取り
組み等に対する支援

10,000円＋300円×世帯数
申請：随時
　　　　（6月以降）
交付：随時

社会福祉
     協議会

申請：6月中旬
交付：審査決定後

産業振興課「緑の募金」を原資に、樹木・花きの植樹な
ど緑化整備等の実施地区に対し交付金を
交付

申請：随時
（申請前に要相談）
交付：随時

産業振興課
地域整備課

町道、農道等及び農業用排水路の工事及
び除草作業原材料及び機械借上料等の助
成

申請：随時
　（申請前に要相
談）
交付：随時

産業振興課保全松林及びその周辺の松くい虫被害木
の防除・駆除に対し補助金を交付

申請：随時
交付：随時

地域整備課自治会公民館・集会所の耐震診断・設計に
対する助成（改修は別途相談）

申請：随時
　　（事業実施前）
交付：随時

教育総務課長期休業中（夏休み等）に行う小・中学生児
童生徒の学習活動･体験活動に対する補助

11



【総務課】資料 No.5

 

　自治会総合交付金算定基礎報告書の提出について 

 

自治会運営交付金、防犯灯維持管理交付金等の支払いに必要ですので、下記期限までに

別添様式第１号の提出をお願いします。 

 

　　　　提出期限　　令和８年５月２１日　木曜日 

　　　　提 出 先　　大栄庁舎（総務課）または北条支所 

【記入例】 

 

 

 様式第 1 号 

　　令和　年　月　日　←提出日を記入 

　北栄町長　　　　　　様 

住　所　自治会長の住所 

団体名　自治会名 

代表者名　自治会長名　印 

令和７年度自治会総合交付金算定基礎報告書 

 

北栄町自治会総合交付金交付要綱第４条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

記 

 

　　　　　　　　　　　　　　世帯数は、福祉課資料 No.1２の世帯数を参考に記入する。 

１　自治会運営交付金　　　　　↓ 

（１）　自治会内の世帯数　○○○　世帯（令和８年 4 月 1 日現在) 

　　　 

 

２　防犯灯維持管理交付金 

（１）　防犯灯設置の有無　　　　無・有　←いずれかに○をする。有の場合は領収書を添付 

　　　　　※4 月分の防犯灯電気料金領収書及び内訳書（写し可）を添付すること。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織がある場合は有に○をし、組織名を記入する。 

３　防火防災組織運営交付金　　　　　　↓ 

（１）自主防災組織設置の有無　　　無・有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

（２）自衛消防団設置の有無　　　　無・有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

　　　　ア　消防ポンプ設置の有無　　無・有 

（３）女性消防隊設置の有無　　　　無・有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　　　) 

　　　　ア　消防ポンプ設置の有無　　無・有 

 

４　再生可能エネルギー交付金　 

（１）自治会公民館等太陽光発電設備の設置　　 

　　　　ア　太陽光発電設備設置の有無　　　　無・有 

　設置年月日：　　　　　　年　　月　　日　　出力：　　　　kW 

・自治会未加入の世帯は除いてください。 
・自治会加入の事業所があっても、世帯に
含めないでください。

以下の 1７自治会は令和６、７年度事業完了のため対象外です。4-(1)は記載不要です。 

国坂、弓原、弓原浜、駅前、北条島、松神、曲、東園浜、原、六尾、 

東亀谷、上種、由良 2 区、緑ケ丘、国坂浜、西穂波、東高尾

r-yamaguchi
テキストボックス
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様式第 1号（第 4条関係） 

令和　　　年　　　月　　　日 

 

 

北栄町長　　　　　　　様 

 

住　所　北栄町　　　　　　　　　　 

団体名　　　　　　　　　自治会　　 

代表者名　　　　　　　　　   　　　印 

 

 

令和８年度 自治会総合交付金算定基礎報告書 

 

　北栄町自治会総合交付金交付要綱第4条第1項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１　自治会運営交付金 

（１）自治会内の世帯数　　　　　　　世帯（令和８年４月１日現在） 

　　　　　 

 

２　防犯灯維持管理交付金 

（１）防犯灯設置の有無　　　　　　無 ・ 有 

　　　　※4月分の防犯灯電気料金領収書及び内訳書（写し可）を添付すること。 

 

３　防火防災組織運営交付金 

（１）自主防災組織設置の有無　　　無 ・ 有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　) 

（２）自衛消防団設置の有無　　　　無 ・ 有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　) 

　　　ア　消防ポンプ設置の有無　　無 ・ 有 

（３）女性消防隊設置の有無　　　　無 ・ 有　(組織名：　　　　　　　　　　　　　　　) 

　　　ア　消防ポンプ設置の有無　　無 ・ 有 

 

４　再生可能エネルギー交付金 

（１）自治会公民館等太陽光発電設備の設置 

　　　ア　太陽光発電設備設置の有無　　無 ・ 有 

　(設置年月日：　　　　　年　　月　　日、出力：　　　　kW) 
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様式第 2号（第 4条関係） 

　　令和　　年　　月　　日 

　北栄町長　　　　　　　　　　様 

住　所 

団体名 

代表者名　　　　　　　    　　印 

 

令和７年度自治会総合交付金(変更)申請書兼実績報告書 

 

　北栄町自治会総合交付金交付要綱第 4条第 2項(第 6条第 1項)の規定に基づき、次のとおり(変

更)申請及び報告します。 

記 

1　防火防災器具等整備費交付金 

　(1)　防災用備品購入の(変更)有無　　　　　　無 ・ 有 

　　　　※購入する備品の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

　(2)　消防用器具等購入・修理の(変更)有無　　無 ・ 有 

　　　　※購入・修理する器具等の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

 

2　防火防災訓練・防火防災支援活動交付金 

　(1)　訓練活動の実績 

※参加世帯名簿及び活動の写真を添付すること。 

 

　(2)　支援活動の実績 

※参加者名簿及び活動の写真を添付すること。 

 

(3)　訓練・支援用消耗品購入の実績 

　　　　　　無　・　有　　　 

※購入物品の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

 

3　除雪活動交付金 

※作業に要した経費がわかる書類、作業実施区間の地図及び除雪後の写真を添付すること。 

 

4　添付資料 

　　※変更申請の場合、交付金交付決定通知の写しを添付すること。

 実施年月日 実施場所 参加世帯数 主な活動の概要

 
 

 実施年月日 実施場所 参加者数 主な活動の概要

 
 

 作業実施年月日 除雪に要した経費の内容と金額 備考
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令和９年度 コミュニティ助成事業の申請希望について 

 
１ コミュニティ助成事業とは 

一般財団法人自治総合センターが、宝くじ収入を財源に実施する社会貢献事業 

 

２ 助成事業の概要 

事業の種類 対 象 経 費 助成率等 

(１)一般コミュニティ助成事業 

・自治会活動に必要な備品等の整備 

・除雪機、エアコン、テント、パソコン、

テレビ、椅子、テーブル、遊具等 

助成率１０/１０ 

１００万円～２５０万円 

(２)コミュニティセンター助成事業 

・自治会集会所の建設整備 

・建築が対象（土地の取得及び造成、修繕、

解体、外構工事は対象外） 

助成率３/５以内 

上限１，５００万円 

(３)地域防災組織育成事業 

・消防、防災組織に必要な備品等の整備 

・消防器具、消防ポンプ、ポンプ格納庫整

備 

助成率１０/１０ 

３０万～２００万円 

 

３ 採択までの流れ 

 

 

 

 

 

４ 希望自治会が複数あった場合の申請候補の決定方法 

  ①過去に採択実績のない自治会を、優先して決定します。 

  ②２回目以降の申請は、前回からの経過年数、継続申請の状況等を考慮し、順位を決定します。 

  【町が１年度に県に申請する件数】 

   (１)一般コミュニティは４～５自治会 

(２)コミュニティセンター、(３)地域防災組織は、１自治会 

 

５ 希望意向の回答先等 

  ６月の集中発送で希望意向を照会する文書を送ります。 

○申出期限 令和８年７月３１日（金曜日） 

○申出先  (１)・(２)総務課 総務室（担当：原田 ℡３７－５８６１） 

       (３)総務課 情報防災室（担当：樋口 ℡３７－５８６２） 

【総務課】資料№ 6 

希望意向の申出 

 自治会→町 

 期限７月末 

申請自治会決定 

※希望自治会が複

数の場合は下記４

により決定 

申請書類の作成 

 自治会→町 

申請書類の提出 

 町→県 

 期限９月末 

採択決定 

翌年４月 
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　　令和8年度交通災害共済加入促進交付金を、

　　下記一覧のとおり 令和 8 年 8 月 17日（月）に自治会指定口座へ振込予定です。

自治会名 加入者数 交付金額 自治会名 加入者数 交付金額

江北 172人 13,760円 西園 259人 20,720円 

江北浜　 40人 3,200円 東園 125人 10,000円 

東新田場　 58人 4,640円 東園浜 32人 2,560円 

西新田場　 32人 2,560円 六尾 81人 6,480円 

国坂　 72人 5,760円 六尾北団地 28人 2,240円 

国坂浜　 157人 12,560円 瀬戸 184人 14,720円 

大野　 0人 0円 原 104人 8,320円 

田井　 140人 11,200円 大島 180人 14,400円 

土下　 59人 4,720円 西穂波 28人 2,240円 

米里　 144人 11,520円 穂波 42人 3,360円 

北条島　 96人 7,680円 亀谷 112人 8,960円 

北尾　 105人 8,400円 東亀谷 141人 11,280円 

弓原　 69人 5,520円 下種 85人 6,800円 

弓原浜　 82人 6,560円 上種 57人 4,560円 

駅前　 57人 4,560円 茶ヤ条 29人 2,320円 

下神　 156人 12,480円 西高尾 52人 4,160円 

松神　 204人 16,320円 東高尾 42人 3,360円 

曲　 74人 5,920円 岩坪 37人 2,960円 

みどり一区　 134人 10,720円 高千穂 24人 1,920円 

向山団地　 4人 320円 由良宿1区 262人 20,960円 

中央団地　 27人 2,160円 由良宿2区　 81人 6,480円 

山西　 0人 0円 由良宿3区　 150人 12,000円 

みどり西団地　 135人 10,800円 由良宿4区　 91人 7,280円 

小河原団地　 7人 560円 由良宿5区 75人 6,000円 

みどり南団地　 54人 4,320円 由良宿6区　 25人 2,000円 

国坂東　 40人 3,200円 由良宿7区　 46人 3,680円 

さつきヶ丘団地　 13人 1,040円 緑ヶ丘団地 105人 8,400円 

みどり二区　 133人 10,640円 妻波 272人 21,760円 

国坂中団地　 18人 1,440円 大谷 256人 20,480円 

さくら団地　 10人 800円 別所 32人 2,560円 

比山 38人 3,040円 

※加入促進費 青木 7人 560円 

　自治会取りまとめ数１人当たり×80円 二子塚 12人 960円 

交通災害共済加入促進交付金の支払いについて

【総務課情報防災室】

【総務課】資料No.7

交通災害共済加入促進交付金一覧表
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第２０２６－２１１３－０ 

令和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

 

 自治会長 各位 

 

北栄町 総務課情報防災室 

 

 

令和８年度防災士養成研修受講申込書のとりまとめについて（お願い） 

 

 日頃から町政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

 町では、自治会への防災士の配置を進めております。貴自治会での防災士養成研修の 

受講希望がありましたら、後日送付いたします推薦書、受講申込書（受講者本人記入）、 

教本購入申込書をご提出いただきますようご案内いたします。 

（追加の申込書や募集要項をご希望の方は、総務課情報防災室までお問い合わせください） 

 

記 

１ 提出期限 

  令和８年６月５日（金） 

 

２ 提出・問い合わせ先 

  北栄町役場 総務課 情報防災室 

電 話 ： ０８５８－３７－５８６２ （直通） 

メール ： bousai-soumu@e-hokuei.net 

 

３ その他 

（１）研修の開催時期および会場は以下のとおりです。いずれかお選びください。 

区分 開催日 会場 

東部 1１月 1４日（土）～1５日（日） 
鳥取県立福祉人材研修センター 

（鳥取市伏野１７２９-５） 

中部 １２月１９日（土）～２０日（日） 
鳥取県立倉吉体育文化会館 

（倉吉市山根５２９-２） 

西部 1０月３１日（土）～１１月１日（日） 
米子市福祉保健総合センターふれあいの里 

（米子市錦町一丁目１３９-３） 

（２）受講料、受験料、登録料は、町が全額負担します。 

（３）申込多数の場合、防災士不在の自治会申込を優先する場合があります。 

■防災士とは：防災対策に必要な知識・技能、応急対策に必要な知識・技能を修得し、地域の防災リーダ

ーとして防災対策を担う人材。災害時には、被災地の被害拡大を軽減するために救出救護、避難誘導

等の共助、共同活動を行う。民間資格のため、特別の権利や義務は与えられない。 

 

【総務課】資料 No.8 
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令和８年度 

 

鳥取県防災士養成研修 

 

受講者募集要項 

（推薦募集用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取県危機管理部消防防災課 
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1 

 

はじめに 

 

一 防災士とは 

防災士とは、「自助」、「共助」、「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を 

高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを

認定特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「機構」と略）が認証した人です。 

 

 

①自助 自分の命は自分で守る。 

②共助 地域、職場で助け合い、被害拡大を防ぐ。 

③協働 市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する。 

 

 

二 「防災士」の資格認証 

防災士資格を取得するためには、下記の３要件を満たす必要があります。 

（１）機構の認証した研修機関が実施する「防災士養成研修」を受講し、全課程を修

了すること 

（２）機構が実施する「防災士資格取得試験（以下「試験」と略」を受験して合格す

ること 

（３）全国の消防機関、日本赤十字社等が実施する「救急救命講習」（心肺蘇生法やＡ

ＥＤを含む３時間以上）を受講して修了証、受講証等（以下「修了証等」と略）

を取得すること。 

     ※修了証は、防災士認証登録申請時において、５年以内に発行された修了証等であ

って、発行機関が定めた有効期限内のもののみが有効です。機構が承認している

主な「救急救命講習」は、機構のホームページでご確認ください。 

 

 

三 防災士資格の取得の流れ 
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防災士の基本理念 
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2 

 

１ 研修の目的 

この研修は、日頃から防災について十分な意識と一定の知識・技能を持ち、地域の防

災リーダーとして「地域の防災力」を向上させるために、中心となって活動し、住民、

自主防災組織、ボランティア、公的機関等のネットワークのつなぎ手として活躍できる

「防災士」を養成することを目的として実施します。 

 

２ 日程・会場 

区分 開催日 会場 

東部 
令和 8 年 11 月 14 日（土） 

同年 11月 15 日（日） 

鳥取県立福祉人材研修センター 

（鳥取市伏野１７２９−５） 

中部 
令和８年 12 月 19 日（土） 

同年 12月 20 日（日） 

鳥取県立倉吉体育文化会館 

（倉吉市⼭根５２９−２） 

西部 
令和８年 10 月 31 日（土) 

同年 11 月 1 日（日） 

米子市福祉保健総合センターふれあいの里 

（米子市錦町一丁目１３９－３） 

 

３ 募集定員  

東部・中部・西部いずれの会場も７０名（予定）  

※各会場の定員数を超えたときは、先着順とするほか、研修会場の変更をお願いする場合

がありますので、予めご承知ください。 

 

４ 受講対象者 

鳥取県内に在住、または、鳥取県内の事業所・学校等に勤務・在学されている方で、

次の３つの要件を満たされる方を受講対象者とします。 

（１） 防災士教本 2026 年度版（以下「教本」と略）をすべて学習したうえで、２日間

の全講義を受講し、履修確認レポート（以下「レポート」と略）を提出できる方 

（２）研修終了後、市町村や地域の自主防災組織と連携して防災活動に取り組んでいた

だける方 

（３）防災士資格取得試験への合格後、令和８年度中に登録申請をしていただける方 

 

５ 受講等の費用 

 

区 分 金 額 備 考 

防災士教本(2026 年度版)代 4,000 円 全員 

受講料 7,300 円 特例により受講・試験を免除され

る場合は該当区分の費用を免除 防災士資格取得試験受験料 3,000 円 

合 計 14,300 円  

 

※防災士資格取得試験に合格された方は、防災士認証登録申請の際、登録料として別途、

５，０００円を納付していただきます。 
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６ 研修の内容 

（１） 集合研修 

【東部会場】 

１日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認・履修レポート提出 

オリエンテーション 9：20～9：30 

１時限 9：30～10：30 災害関連情報と予報・警報 鳥取地方気象台 

２時限 10：40～11：40 地域防災と多様性への配慮 日本技術士会中国本部 

鳥取県支部 西村 悟之 氏 ３時限 11：50～12：50 防災士が行う各種訓練 

昼休憩 12：50～13：40 

４時限 13：40～14：40 防災士に期待される活動 日本防災士会鳥取県支部 

益田 悠生 氏 

５時限 14：50～15：50 自主防災活動と地区防災計

画 

日本技術士会中国本部 

鳥取県支部長 伊藤 徹 氏 

６時限 16：00～17：00 風水害・土砂災害等への備え 鳥取大学工学部 特任教授 

柗見 吉晴 氏 ７時限 17：10～18：10 被害想定・ハザードマップ 

事務連絡      18：10～18：20 

 

２日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認 

１時限  9：20～10：20 地震・津波への備え 鳥取大学工学部 教授 

香川 敬生 氏 ２時限 10：30～11：30 地震・津波による災害 

３時限 11：40～12：40 土砂災害 鳥取大学工学部 准教授 

中村 公一 氏 

昼休憩 12：40～13：40 

４時限 13：40～14：40 行政の災害対策と危機管理 

 

鳥取県危機管理部 

危機管理政策課 

原子力安全対策課 

５時限 14：50～15：50 災害ボランティア活動 

 

日野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸ代表 

山下 弘彦 氏 

    16：00～17：00 防災士資格取得試験 日本防災士機構 

※災害の発生等により、講義内容、開始・終了時間等が変更になることがあります。 
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【中部会場】 

１日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認・履修レポート提出 

オリエンテーション 9：20～9：30 

１時限 9：30～10：30 防災士に期待される活動 日本防災士会鳥取県支部 

益田 悠生 氏 

２時限 10：40～11：40 風水害・土砂災害等への備え 鳥取大学工学部 特任教授 

柗見 吉晴 氏 ３時限 11：50～12：50 被害想定・ハザードマップ 

昼休憩 12：50～13：40 

４時限 13：40～14：40 災害関連情報と予報・警報 鳥取地方気象台 

５時限 14：50～15：50 自主防災活動と地区防災計

画 

日本技術士会中国本部 

鳥取県支部長 伊藤 徹 氏 

６時限 16：00～17：00 地域防災と多様性への配慮 日本技術士会中国本部 

鳥取県支部 西村 悟之 氏 ７時限 17：10～18：10 防災士が行う各種訓練 

事務連絡      18：10～18：20 

 

２日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認 

１時限  9：20～10：20 地震・津波への備え 鳥取大学工学部 教授 

香川 敬生 氏 ２時限 10：30～11：30 地震・津波による災害 

３時限 11：40～12：40 土砂災害 鳥取大学工学部 准教授 

中村 公一 氏 

昼休憩 12：40～13：40 

４時限 13：40～14：40 行政の災害対策と危機管理 

 

鳥取県危機管理部 

危機管理政策課 

原子力安全対策課 

５時限 14：50～15：50 災害ボランティア活動 

 

日野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸ代表 

山下 弘彦 氏 

    16：00～17：00 防災士資格取得試験 日本防災士機構 

※災害の発生等により、講義内容、開始・終了時間等が変更になることがあります。 
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【西部会場】 

１日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認・履修レポート提出 

オリエンテーション 9：20～9：30 

１時限 9：30～10：30 防災士に期待される活動 日本防災士会鳥取県支部 

益田 悠生 氏 

２時限 10：40～11：40 風水害・土砂災害等への備え 鳥取大学工学部 特任教授 

柗見 吉晴 氏 ３時限 11：50～12：50 被害想定・ハザードマップ 

昼休憩 12：50～13：40 

４時限 13：40～14：40 災害関連情報と予報・警報 鳥取地方気象台 

５時限 14：50～15：50 自主防災活動と地区防災計

画 

日本技術士会中国本部 

鳥取県支部長 伊藤 徹 氏 

６時限 16：00～17：00 地域防災と多様性への配慮 日本技術士会中国本部 

鳥取県支部 西村 悟之 氏 ７時限 17：10～18：10 防災士が行う各種訓練 

事務連絡      18：10～18：20 

 

２日目 

受 付       9：00～9：20 受講番号、氏名等の確認 

１時限  9：20～10：20 地震・津波への備え 鳥取大学工学部 教授 

香川 敬生 氏 ２時限 10：30～11：30 地震・津波による災害 

３時限 11：40～12：40 土砂災害 鳥取大学工学部 准教授 

中村 公一 氏 

昼休憩 12：40～13：40 

４時限 13：40～14：40 行政の災害対策と危機管理 

 

鳥取県危機管理部 

危機管理政策課 

原子力安全対策課 

５時限 14：50～15：50 災害ボランティア活動 

 

日野ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾈｯﾄﾜｰｸ代表 

山下 弘彦 氏 

    16：00～17：00 防災士資格取得試験 日本防災士機構 

※災害の発生等により、講義内容、開始・終了時間等が変更になることがあります。 
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（２）履修確認レポートによる補講 

機構が作成した教本２５講目のうち、（１）の集合研修で履修しない１３講目について

は、受講者で自習していただく必要があります。 

受講者には、教本と併せて履修確認レポートをお送りしますので、教本を学習した後

に、レポートを完成させ、防災士養成研修初日の開講時にご提出ください。 

 

レポートの提出がない場合は、防災士養成研修の修了が認められず、防災士資格取

得試験の受験資格も認められません。なお、レポートが提出されなかったことにより、

研修の修了が認められない場合でも、教本代、受講料及び受験料は返金しません。 

 

７ 申込方法 

受講申込書（以下「申込書」と略）を、お住まいのある市町村役場、又は在学してい

る学校等（以下「市町村役場等」と略）が指定する日までに、提出してください。 

 

８ 受講決定 

受講者の決定は、鳥取県（以下「県」と略）から市町村役場等を経由して各受講申込

者に受講決定通知書を郵送してお知らせします。 

受講決定通知の郵送の際に、市町村役場等、受講申込者に納付書をお送りしますので、

定められた期日までに、金融機関等で納付してください。 

入金確認後に、県から市町村役場等を経由して、教本及びレポートをお送りします。 

 

９ 防災士資格取得試験 

（１）研修２日目の講義終了後、研修会場で試験が実施されます。 

（試験時間は５０分間、マークシートによる３択式） 

（２）試験を受験するためには、県が定めたレポートの提出と、２日間の研修のすべて

の講目を受講していただく必要があります。 

（３）試験問題は防災士教本２５講目の内容から３０問が出題されます。 

（４）出題数３０問中２４問以上（正答率８０％以上）の正解で合格となります。 

（５）合否通知は、原則として受験者本人に実施日から３週間を目処に郵送されます。 

（６）不合格者は、再受験できる場合があります（再受験料は無料）。 

 

１０ その他留意事項 

（１）研修当日、開催地に気象警報が発表されている場合等、やむを得ず研修を中止す

る場合があります。この場合、受講申込み時にお支払いいただいた受講費用のう

ち、受講料及び受験料は返金しますが、教本代については、返金しません。 

（２）研修中止の連絡は、基本的に受講申請書に記載されたメールアドレス宛に連絡し

ます。また、県消防防災課のホームページでもお知らせします。 

（３）予備会場については、日程調整、会場手配等が整った場合のみ設定します。この

場合の連絡もメールアドレス及び県消防防災課のホームページでお知らせします。 

（４）自己都合により、研修を欠席された場合は、教本代、受講料及び受験料のいずれ 

も返金しませんので、予めご了承ください。 
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１１ 救急救命講習 
防災士の資格取得のためには、普通救命講習等の救急救命講習の修了証等が必要です。

救急救命講習を受講していない方は、防災士認証登録手続きまでに、お近くの消防本

部（消防局・消防署）で救急救命講習を受講してください。 

 

（１）防災士資格認定登録申請の認定対象となる救急救命講習 

・消防本部  ：普通救命講習ⅠまたはⅡ、上級救命講習、応急手当普及員講習 

・日本赤十字社：救急法基礎講習（赤十字ベーシックライフサポーター認定証交付） 

※このほか、機構が防災士認証要件として認めている主な救急救命講習等については 

機構のホームページ（https://bousaisi.jp/license/）に掲載されています。 

（２）講習の日程、受講申込みの手続きは、各消防本部（消防局・消防署）で確認して

ください。※受講費用は、受講者本人の負担となります。 

○鳥取県東部広域行政管理組合消防局のホームページ 

 https://www.east.tottori.tottori.jp/shoubou/ 
○鳥取中部ふるさと広域連合消防局のホームページ 

  https://www.chubu-furusato-tottori.jp/shobo 
○鳥取県西部広域行政管理組合消防局のホームページ 

  https://www.tottori-seibukoiki.jp/syobo/ 
   

    ※県において防災士養成研修受講者を対象とした救命救急講習会を予定しており、

実施が決まり次第、別途詳細をお知らせします。 

 

１２ 防災士認証登録の手続き 

（１）試験に合格された方には、県から市町村役場等を経由して、又は直接本人に防災

士認証登録の申請（以下「認証申請」と略）について、ご案内します。 

（２）認証申請には、機構が定めた認証登録申請書（以下「申請書」と略）の提出と登

録料５,０００円の納付が必要となります。県が実施した防災士養成研修の受講者分

は、県が機構に一括して登録料を納付したうえで、認証申請を行いますので、県が

作成した納付書により、指定期日までに、最寄りの金融機関等で登録料を納付して

ください。納付後は、納付書の写しを添付して市町村役場等又は直接県に申請書を

提出してください。 

（３）機構に防災士認証登録された方には、機構から直接、防災士認証状（Ａ４版縦型

賞状様式）と防災士証（プラスチックカード製顔写真入り縦型名刺型様式）が交付

されます。機構は認証者の氏名及び住所等の所定事項を防災士登録台帳に記載し、

管理します。 

（４）申請書の提出後、防災士認証状等が届くまでの期間は約２ヵ月です。 

 

１３ 防災士資格取得に係る特例 

機構は、警察官、消防吏員、消防団員及び日本赤十字社救急法救急員（指導員を含む）

に限定して、防災士資格取得にかかる要件に特例を設けています。 

（１）自衛官（予備自衛官、即応自衛官を含む。） 

  ア ３尉以上の階級者（退職者を含む。） 

   「防災士養成研修の履修」及び「防災士資格取得試験に合格すること」の２要件が

免除され、「防災士教本（申請年度版）を購入して学習すること」及び「救急救命講習
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の修了証（写）を提出すること」が特例申請の２要件です。 

  イ ３曹以上・准尉以下の階級者（退職者を含む。） 

   「防災士養成研修を受講し、研修履修したことの認定を受けること」の要件を免除

し、「防災士教本（申請年度版）を取得して学習すること」、「防災士資格取得試験に合

格すること」及び「救急救命講習の修了証（写）を提出すること」が特例申請の３要

件です。 

（２）警察官 

ア 警部補以上の階級者（退職者を含む） 

「防災士養成研修の履修」及び「防災士資格取得試験に合格すること」の２要件が

免除され、「防災士教本（申請年度版）を購入して学習すること」及び「救急救命講習

の修了証（写）を提出すること」が特例申請の２要件です。 

  イ 巡査部長以上の階級者（退職者を含む） 

「防災士養成研修の履修」の要件が免除され、「防災士教本（申請年度版）を購入し

て学習すること」、「防災士資格取得試験に合格すること」及び「救急救命講習の修了

証（写）を提出すること」が特例申請の３要件です。 

（３）消防吏員 

ア 消防士長以上の階級者（退職者を含む） 

「防災士養成研修の履修」、「防災士資格取得試験に合格すること」及び「救急救命

講習の修了証（写）を提出すること」の３要件が免除され、「防災士教本（申請年度版）

を購入して学習すること」が特例申請の要件です。 

  イ 消防副士長及び消防士の階級者（退職者を含む） 

「防災士養成研修の履修」及び「救急救命講習の修了証（写）を提出すること」の

２要件が免除され、「防災士教本（申請年度版）を購入して学習すること」及び「防災

士資格取得試験に合格すること」が特例申請の２要件です。 

（４）消防団員（分団長以上の幹部限定） 

消防団員として分団長以上の階級者（退職者を含む）は、「防災士養成研修の履修」、

「防災士資格取得試験に合格すること」及び「救急救命講習の修了証（写）を提出す

ること」の３要件が免除され、「防災士教本（申請年度版）を購入して学習すること」

が特例申請の要件です。 

（５）日本赤十字社救急法救急員（指導員を含む）に係る特例 

日本赤十字社が全国各支部等で実施している「赤十字救急法救急員講習」を受講し

て認定証を取得された方は、日本防災士機構が指定した研修機関に各自にて特例研修

申請を行い受理された場合、各自が指定研修機関から防災士教本（申請年度版）を購

入して学習の上、日本防災士機構が指定した特例研修（特定教科６講目６時間以上）

を受講して、その上で、防災士資格取得試験に合格することが特例申請の要件です。 

 

１４ 個人情報の取扱い 

県は、申込書及び申請書に記載された氏名、住所等の個人情報を防災士養成研修、防

災士資格取得試験及び防災士認証登録申請、救急救命講習、県が主催する防災士スキル

アップ研修をはじめとする防災研修、防災士ネットワークについての案内、防災イベン

トの案内、防災パンフレットの配布等のみに使用します。 

  また、機構の個人情報の取扱いは、次のとおりです。 
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個人情報の取扱について 

 

日本防災士機構における個人情報の取扱いは、以下の通りとさせていただいており 

ますので、防災士資格取得の際には、以下の内容をよくお読みいただき、その内容に 

ついて予めご了解をいただきますようお願い申し上げます。 

なお、防災士資格取得（認証登録申請）をもって、この「個人情報取扱いについて」

の内容にご同意いただいたものとさせていただきます。 

 

１ 当機構は、当機構が取扱う個人情報について適法かつ適正な方法で取得します。 

２ 当機構は、当機構が取扱う個人情報について事業遂行上必要な範囲を超えて利用 

することはありません。 

３ 当機構は、個人情報保護管理者を置き、個人情報の漏えい、滅失又はき損が生じる

ことのないよう適切に管理します。 

４ 当機構は、ご本人から保有個人データについて開示、内容の訂正、追加若しくは 

削除、又は利用の停止等の申し出があったときは、法令に定める場合を除き速やかに

対応します。 

５ 当機構は、国、地方公共団体又は特定非営利活動法人日本防災士会から要請があり、

それが防災士制度の目的に適うと認められる場合、保有個人データを提供することが

あります。 

   ※国や地方公共団体から防災士に対して、地域の防災協力（任意）を求められる場合が

あります。 

   ※上記の日本防災士会は、防災士有志により２００４年に設立された全国組織です。 

６ 当機構は、個人情報の相談及び苦情の窓口を設置し、ご本人からの個人情報に 

 関するお問い合わせや苦情に対して、適切かつ迅速に対応します。 

 

特定非営利活動法人日本防災士機構 

 

 

 

１５ お問合せ先 

 鳥取県危機管理部消防防災課 消防・地域防災力担当 

（電 話）０８５７－２６－７１１８ 

    （メール） shoubou@pref.tottori.lg.jp 

   

 ※防災士養成研修に関する受講推薦に関しては、お住まいの市町村担当課へお問い合

わせください。 
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GooglePlayやAppStoreで「ライフビジョン」
とキーワード検索し、ダウンロードしてください。
右のQRコードを読み取ると便利です。
※ダウンロードは無料です。本アプリのダウンロードおよび
ご利用には別途通信料がかかり、利用者様のご負担と
なります。環境や機器によって、一部または全部の機能が
ご利用いただけない場合がございます。

問い合わせ先：北栄町役場　総務課　情報防災室   ☎0858-37-5862

登録方法はとても簡単！
詳しくは裏面を確認してね！

『広報ほくえい』や『議会だより』
も簡単操作で確認できる！

町ホームページへも簡単アクセス！

毎月の配布物やごみ収集日程表も簡単操作で
アプリ内で確認できます。

ホームページや健康診断予約ページへのアクセス
も簡単にできます。

自治会放送が聴ける！

これまで各家庭の放送機でしか聴けなかった町か
らの放送・お住まいの自治会の放送を外出先でも
確認することができます。

▶アプリをダウンロードするには

情報配信アプリ

令和７年４月１日　運用開始【総務課】資料No.9
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右のQRコードを読み取るか、Google Playや
App Storeで「ライフビジョン」と検索してください。

③ホーム画面に表示されているアイコンをタップします。

①「地域を選択してログイン」
を選択

③地域を確認
「次へ」を選択

①インストールボタンをタップし、ご自分のAppleまたは
　GoogleアカウントのID と パスワード を入力してください。
②インストール完了後、スマートフォンのホーム画面に

このアイコンが表示されます。

②郵便番号７桁を
入力し検索

④情報受信を希望する
「地区」を選択

⑥利用規約を確認し
「同意する」を選択

⑤情報受信を希望する
「自治会」を選択

Step１

Step２

Step３

設定完了
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【福祉課】資料 No.10 

令和８年４月２７日 

 

自治会長　各位 

 

北栄町長　手嶋　俊樹　　　 

（ 公 印 省 略 ）　　　  

 

令和８年度敬老行事補助金について 

 

令和８年度において、敬老行事を実施される自治会に対し、下記のとおり補助金の　

交付を行います。 

敬老行事の実施を計画している自治会は、開催予定日の２週間前までに実施計画書・

申請書をご提出ください。 

 

記 

 

１　交付基準額 

満７５歳になる学年の者（昭和２７年４月１日以前に生まれた方）で、敬老行事　　

開催予定日の２週間前に住民登録のある人数×１,０００円。敬老行事を集合開催で

実施する場合は、上記該当の者の参加人数×１,０００円の加算。（下線部は令和８年

度から新設） 

 

２　提出書類 

【実施前】（開催予定日の２週間前までに） 

〇令和８年度敬老行事補助金交付申請書兼実施計画書 

※添付書類：対象者名簿（申請書裏面、または各自治会で作成した様式） 

＊名簿には年齢または生年月日のいずれかの記載が必要です。 

＊対象者は住民基本台帳の閲覧にてご確認いただけます。 

閲覧は自治会長、または委任を受けた副自治会長のみ閲覧できます。 

（町民課の窓口にて手続きが必要です。） 

 

【実施後】（開催後１か月以内に） 

〇令和８年度敬老行事実施報告書兼補助金交付請求書 

＊交付決定時に同封してお送りします。 

 

３　注意事項 

現金や商品券等の金券類は補助の対象になりませんので、記念品等を購入される際

にはお気をつけください。 

 担当：福祉課介護保険室　 

電話：37-5875　FAX：37-5339　E ﾒｰﾙ: fukushi-kaigo@e-hokuei.net
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様式第１号（第５条関係） 

　　　年度敬老行事補助金交付申請書兼実施計画書 

 

 

　　年　　月　　日 

北栄町長　　様 

 

自治会名　　　　　　　　　　自治会 

 

住 所 

 

自治会長　　　　　　　　　　　　　㊞ 

 

電話番号 

 

年度敬老行事補助金を受けたいので、北栄町補助金等交付規則第５条の規定によ

り下記実施計画を添えて申請します。 

 

 

補助金申請額　　　　　　　　　　　　円 

 

記 

１　実施計画 

 

（１）実施日時　　　　　　　年　　　月　　　日　　　曜日 

 

開始　　午前・午後　　　　時　　　分 

終了　　午前・午後　　　　時　　　分 

 

（２）会　　場（敬老行事を開催する会場） 

 

 

（３）参加予定人数　 ７５歳以上の方　　　　　　人(敬老行事交付金対象者) 

＊記念品配布のみの方は含まない 

　　　　　  

記念品配布のみ　７５歳以上の方　　　　　　人(敬老行事交付金対象者) 

 

（４）内　　容（実施予定のものにレ点を付けてください。）＊プログラムの添付でも可。 

 

□式典 　□会食 　□演奏（内容：　　　　　　　）　□踊り（内容：　　　　　） 

□歌（内容：　　　　 　　　　　　）　□講話（内容：　　　　　　　　　　　 ） 

□手品（内容： 　　　　　　　　　）　□ゲーム（内容：　　　　　　　　　　 ） 

□記念品（※１）配布（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

※１　現金や商品券等の金券類は補助の対象になりません。 

 

２　添付書類　敬老会対象者名簿
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　　　　　　自治会　敬老会対象者名簿 

※申請時点の年齢をご記入ください。

 
番号 氏　　　　名 年齢 番号 氏　　　　名 年齢

 
１ ２１

 
２ ２２

 
３ ２３

 
４ ２４

 
５ ２５

 
６ ２６

 
７ ２７

 
８ ２８

 
９ ２９

 
１０ ３０

 
１１ ３１

 
１２ ３２

 
１３ ３３

 
１４ ３４

 
１５ ３５

 
１６ ３６

 
１７ ３７

 
１８ ３８

 
１９ ３９

 
２０ ４０
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令和８年４月２７日 

 

自治会長　各位 

 

北栄町長　手嶋　俊樹　　　 

　（ 公 印 省 略 ） 　　　 

 

金婚表彰対象者の調査及び報告について（お願い） 

 

　本町では、今年度も敬老事業の一環として、米寿・金婚対象者の方に祝詞及び記念品

の贈呈を実施いたします。 

　米寿表彰については、生年月日で対象者が確定することから、町において対象者の　

把握ができますが、金婚（結婚 50 周年）表彰については、婚姻届や事実婚など、個々

の事情により「結婚の日」の確定が不明確であり、町で把握することが困難となって　　

います。 

つきましては、自治会長から報告のあった方に対して祝詞及び記念品の贈呈を行い　

ますので、金婚表彰の対象になる方について各自治会において周知していただき、取り

まとめをお願いいたします。（裏面は放送文の参考です） 

 

記 

 

1　金婚（結婚 50 周年）表彰対象者 

昭和 51 年 1 月 1 日から昭和 51年 12 月 31 日の間に結婚された方 

 

2　報告期限等 

　令和 8 年 6 月 26 日(金)までに北栄町役場福祉課、または北条支所総合窓口室に　　

別紙を提出してください。 

　　なお、該当がない場合も、その旨ご報告ください。 

　　また、表彰状作成等に相当の期間を要するため、期限内にご報告くださいますよう

ご協力をお願いいたします。 

 

※祝詞等は 9月下旬以降に対象者へ贈呈いたします。 

 

 

 

 

【福祉課】資料№11

担当：福祉課　介護保険室 

電話：37-5875　ﾌｧｸｼﾐﾘ：37-5339 

E ﾒｰﾙ:fukushi-kaigo@e-hokuei.net
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　　　　　　　　放送文（案）　　（自治会用） 

 

　北栄町では今年結婚５０周年の金婚を迎えられる　

ご夫婦及び満８８歳を迎えられる方に祝詞と記念品

を贈呈します。 

　このうち、結婚５０周年を迎えられる方の調査を　

行っていますので、昭和５１年に結婚された方は　　

●月●日までに自治会長まで連絡してください。 

連絡がありませんと対象になりませんので、　　　

ご注意ください。 

　なお、祝詞と記念品は９月下旬以降に役場から対象

者に直接贈呈されます。
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　（別紙）

【　　　　　　　自治会】

令和８年度　金婚表彰対象者　報告書

※ 今年の1月1日から12月31日の間に、金婚：結婚満50年（昭和51年に結婚）になるご夫婦です。

※ 取りまとめのうえ、令和8年6月26日（金）までに大栄庁舎福祉課、または北条支所総合窓口

　に提出をお願いします。

※ 該当者がない場合も福祉課にその旨ご報告ください。

※ 祝詞配布は9月に各家庭を訪問して行う予定です。

住　所 氏　　　　名 結婚の年
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【福祉課】資料 No.12
  

 
 

第２０２６－３２４－０ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

 

自治会長　様 

 

日本赤十字社鳥取県支部 

北栄町分区長　手嶋　俊樹（公印省略） 

 

令和７年度北栄町赤十字寄付（自治会依頼分）のお礼並びに 

令和８年度「赤十字会員増強運動」に伴う寄付のお願いについて（依頼） 

 

　平素、赤十字事業の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

毎年５月の「赤十字運動月間」における寄付に際しましては、各自治会より格別のご協力を

いただき誠にありがとうございます。 

また、昨年度は自治会総額２，０１７，８１３円の寄付が集まり、全額日本赤十字社を通じ

日赤活動に役立てさせていただきました。 

さて、本年も５月の「赤十字運動月間」に併せまして、「赤十字会員増強運動」を実施しま

す。引き続き、日赤会員の拡大と寄付募集に各自治会の格別のご協力をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１　令和８年度日赤鳥取県支部北栄町分区寄付目標額 

自治会目標額　２，４１５，０００円（別紙目標額一覧表参照） 

 

２　納入期限 

令和８年５月２２日（金）まで 

 

３　納入方法（次のいずれかで納入をお願いします） 

（１）口座振込・・・鳥取中央農業協同組合大栄支所  普通　００１０１９６ 

（口座名）日本赤十字社　北栄町分区分区長　手嶋　俊樹 

※JAからの振込であれば振込手数料はかかりません。 

ただし、領収書の発行にはお時間をいただきますのでご了承ください。 

 

（２）現 金・・・（納入先）・福祉課、北条支所 

・社会福祉協議会（瀬戸） 

※添付の封筒をご活用ください。 

 

 

 

 

担　当　福祉課福祉支援室　秋山 

電　話 : ３７－５８５２／ＦＡＸ ：３７－５３３９



 

 

 

第２０２６－３２４－０ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

 

各　位 

 

日本赤十字社鳥取県支部 

北栄町分区長　手嶋　俊樹（公印省略） 

 

令和８年度「赤十字会員増強運動」に伴う寄付について（依頼） 

 

　平素、赤十字事業の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

　さて、例年ご協力を頂いているところですが、本年も５月の「赤十字運動月間」に併せ、「赤

十字会員増強運動」を実施いたしますので、寄付募集に格別のご協力を賜りますようお願いい

たします。 

　また、毎年５月の「赤十字運動月間」における寄付に際しましては、みなさまからの温かい

ご協力により、北栄町分区で総額２，０１７，８１３円の寄付が集まり、全額日本赤十字社を

通じ日赤活動に役立てさせていただきました。 

心温まるご協力、本当にありがとうございました。 

ご承知のとおり、日本赤十字社は、赤十字の人道的使命に基づき、国内、国外を問わず活発

な活動を展開し、支援を必要とする人々等に広く愛の手をさしのべているところです。赤十字

事業の一層の拡充強化が必要とされていることを改めてご理解のうえ、運動へのご協力をお願

いいたします。 

 

記 

 

１　お願いする金額 

一世帯あたり５００円以上を目標 

（特別会員の年間会費は２，０００円以上となっております。） 

 

 

  

寄付については、すでに自治会を通じて納入していただい

ています。心温まるご協力、誠にありがとうございます。 

この通知につきましては、「赤十字運動月間」にともなう、

全町へのお願いとしてご案内いたしました。 

赤十字事業につきまして、改めてご理解をいただきますよ

う、お願いいたします。 

各戸通知文①（自治会一括払用）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

第２０２６－３２４－０ 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

 

各　位 

 

日本赤十字社鳥取県支部 

北栄町分区長　手嶋　俊樹（公印省略） 

 

令和８年度「赤十字会員増強運動」に伴う寄付について（依頼） 

 

　平素、赤十字事業の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

　さて、例年ご協力を頂いているところですが、本年も５月の「赤十字運動月間」に併せ、「赤

十字会員増強運動」を実施いたしますので、寄付募集に格別のご協力を賜りますようお願いい

たします。 

　また、毎年５月の「赤十字運動月間」における寄付に際しましては、みなさまからの温かい

ご協力により、北栄町分区で総額２，０１７，８１３円の寄付が集まり、全額日本赤十字社を

通じ日赤活動に役立てさせていただきました。 

心温まるご協力、本当にありがとうございました。 

　ご承知のとおり、日本赤十字社は、赤十字の人道的使命に基づき、国内、国外を問わず活発

な活動を展開し、支援を必要とする人々等に広く愛の手をさしのべているところです。赤十字

事業の一層の拡充強化が必要とされていることを改めてご理解のうえ、運動へのご協力をお願

いいたします。 

 

記 

 

１　お願いする金額 

一世帯あたり５００円以上を目標 

※同封の寄付袋に金額のご記入をお願いします。 

（特別会員の年間会費は２，０００円以上となっております。） 

 

  

＊納入場所及び期限 

納入につきましては、例年どおり自治会長さんへ取りまと

めのお願いをしております。 

そちらのご案内にしたがって、納入をお願いいたします。 

各戸通知文②（自治会個人封筒払用）



北条地区 世帯数
日赤寄付目標額
（1世帯500円）

備　考
(全戸配布同封

物)
大栄地区 世帯数

日赤寄付目標額
（1世帯500円）

江　　北 169 84,500 西　  園 202 101,000 

江 北 浜 68 34,000 各戸通知文① 東　  園 106 53,000 

東新田場 50 25,000 東 園 浜 60 30,000 

西新田場 41 20,500 六　  尾 110 55,000 

国　　坂 52 26,000 
個人封筒
各戸通知文② 六 尾 北 32 16,000 

国 坂 浜 100 50,000 
個人封筒
各戸通知文② 瀬　　戸 110 55,000 

大　　野 80 40,000     原 91 45,500 

田　　井 136 68,000 大　　島 73 36,500 

土　　下 97 48,500 個人封筒 西 穂 波 14 7,000 

米　　里 80 40,000 穂 　 波 23 11,500 

北 条 島 71 35,500 個人封筒 亀 　 谷 85 42,500 

北　　尾 60 30,000 個人封筒 東 亀 谷 100 50,000 

弓　　原 95 47,500 
個人封筒
各戸通知文② 下　　種 42 21,000 

弓 原 浜 47 23,500 個人封筒 上　　種 22 11,000 

駅　　前 40 20,000 茶 ヤ 条 14 7,000 

下　　神 120 60,000 西 高 尾 15 7,500 

松　　神 110 55,000 各戸通知文① 東 高 尾 27 13,500 

曲 87 43,500 個人封筒 岩　　坪 17 8,500 

みどり一区 123 61,500 
個人封筒
各戸通知文② 高 千 穂 18 9,000 

向山団地 24 12,000 由良宿１区 210 105,000 

中央団地 79 39,500 由良宿２区 133 66,500 

山　　西 12 6,000 由良宿３区 110 55,000 

みどり西団地 170 85,000 個人封筒 由良宿４区 59 29,500 

小河原団地 25 12,500 由良宿５区 53 26,500 

みどり南団地 135 67,500 個人封筒 由良宿６区 58 29,000 

国 坂 東 91 45,500 由良宿７区 45 22,500 

さつきヶ丘団地 110 55,000 緑ケ丘団地 64 32,000 

みどり二区 115 57,500 妻　　波 150 75,000 

国坂中団地 46 23,000 大　　谷 235 117,500 

さくら団地 55 27,500 別　　所 24 12,000 

合　　計 2,488 1,244,000 比　　山 19 9,500 

青　　木 6 3,000 

北栄分区 4,830 2,415,000 二子塚団地 15 7,500 

※　世帯数は、4月全戸配布世帯数で算定しています。 合　　計 2,342 1,171,000 

（別紙）令和８年度　日赤北栄町分区寄付　目標額一覧表



～ お気軽にご相談ください ～

高齢者の生活や介護、介護予防に関すること

介護サービスや生活支援サービスなどの相談に応じています。

介護予防や認知症に関することについてもご相談ください。

★北栄町地域包括支援センター（福祉課内） ☎ 37-5850

高齢・介護

ふくしと健康の相談窓口

生活困窮

こころとからだの健康・栄養に関すること

健診結果の見方、運動・食事などの生活習慣、気分の落ち込

みや不眠など、健康に関することは保健師・管理栄養士にご

相談ください。

★北栄町健康推進課（健康づくり推進室） ☎ 37-5867

健康

障がいのある方の生活に関すること

障がい福祉サービスの紹介、就学・就労・生活上の悩み相談

など、障がい福祉全般についてご相談ください。

★北栄町障がい者地域生活支援センター（福祉課内）

☎ 37-5851

障がい

就労・経済的困窮に関すること

働きたくても働けない、住むところがない、失業や負債等に

より経済的に困っているなど、生活の安定や就労などの相談

に応じています。

★北栄町福祉課（自立相談支援機関） ☎ 37-5852

子ども

北栄町福祉課（生活支援室）
北栄町由良宿423-1大栄庁舎内

☎ ３７－５８５２ FAX：３７‐５３３９

E-mail : fukushisoudan@e-hokuei.net

どこに相談したらよいかわからない相談はこちら
様々な問題が絡み合っている場合や、どこに相談して
よいか分からない場合にも、お気軽にご相談ください。

【福祉課】資料№13

妊娠や出産、子育て世帯の生活に関すること

安心して子どもを産み、子育てができるように、そしてお子

さんが成人期になるまで、保健・福祉・保育などの専門職が

子育ての「困った」を丸ごといっしょに考えます。

★北栄町こども家庭センターおひさま（教育総務課内）

☎ 37-3224

r-yamaguchi
テキストボックス
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自治会での災害時に向けた取組みを応援します！

北栄町福祉課 電話 ３７－５８５０
北栄町社会福祉協議会 電話 ３７－４５２２

はじめての支え愛マップづくりや支え愛マップ
づくりに向けた研修会などを開催する場合に
補助します。

○防災福祉マップ（支え愛マップ）づくり
○個別避難訓練の実施
○平常時における見守り体制の構築
○研修会・講演会の開催 など

※支え愛マップは原則、新たに作成するもの
に限ります。

補助限度額見込：5万円

① 災害時要支援者対策

促進事業
～初めてマップづくりを行う自治会向け～

② 災害時要支援者対策

ステップアップ事業

前年度までに①の補助を受けた自治会で
さらなる取組みを行う場合に補助します。

○支え愛連絡会（地域の福祉課題の話し
合い）の立ち上げ・運営

○支え愛マップの更新

○避難支援の課題解決のための取組み

※支え愛連絡会の取組みは必ず行うこと
が必要です。

補助限度額見込：10万円

～マップの見直しや更なる取組を行う自治会向け～

「支え愛連絡会」で共有しよう！
⚫ 災害時に支援の必要な人、気になる人について自治会内で情報を共有しましょう。
⚫ 日頃からの見守りやいざという時の連絡方法、避難支援の方法などについて具体的に話し

合っておくことは、安全・安心につながります。
⚫ 開催を検討したい自治会がありましたら、ぜひご連絡ください。

【お問い合わせ先】

支え愛マップ
災害時に誰かの手助け・声かけを必要とする人、声かけがで
きる人、避難場所などの情報を盛り込んだ地図のことです。
支え愛マップはつくることだけが目的ではなく、地域のこと
を話し合う中で、『日ごろからのつながり・支えあい』を考
えてもらうことを大切にしています。

（防災福祉マップ）って？

【福祉課】資料№14

※補助金の活用を検討される場合は、県への締切りの都合上、12月末までにご相談ください。

支え愛マップづくり等を支援する
自治会向けの補助金制度があります

r-yamaguchi
テキストボックス
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【福祉課】資料 No.15  

 

 

 

 

 

 

 

北栄町は認知症の正しい理解と対応を学ぶ事で安心して暮らせる地域づくりを目

指しています。 

近年、全国で認知症状を原因として行方不明になってしまう方が増えてきており、 

行方不明が発生した時に出来るだけ早く安全に保護する体制作りや認知症の方を

みんなで見守る地域づくりが求められています。 

 

 

 

 ○内容：認知症の方が行方不明になったと想定して、 
地域住民や警察、介護サービス事業所、行政等が連携  
し、実際に自治会内を捜索する訓練 

 
 ○日程：令和 8年６月から１１月の間で実施 
    （自治会の防災訓練等に合わせて実施可能です） 
 
○実施自治会からの感想 

 
 

お問い合わせ先  北栄町地域包括支援センター  

689-2292  北栄町由良宿423-1  北栄町役場・大栄庁舎 

      電話：37-5850        FAX：37-5339 

 

 

 

 

・行方不明が発生した時にどうしたらよいのか 

分かった。もしも、自治会で行方不明が発生した 

ときには今回の訓練が活かせる。 

・認知症の方への接し方が分かって良かった。 
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令和８年度  健康づくり事業について 

 

１ いきいき健康講座について 

 

「いきいき健康講座」とは、町民がいきいきと笑顔あふれる日々を送るために、健康づくり

を支援する学習会です。各自治会で健康について考える機会として、働き盛り世代を中心に

この講座を開催していただきますようお願いします。なお、5月に開催する健康推進員会（合

同研修会）で健康推進員へ依頼し、自治会長と協議の上、健康推進課に申込していただくよ

うにしていますので、健康推進員から協議等ありましたら、ご協力をお願いします。 

特に過去２～３年健康講座を開催しておられない自治会は、ぜひ今年度は計画してくださ

いますようお願いします。 

 

 

 

 

 

【開催時期：6月～12月】 

 

 

 

 

 

 テーマ 講師 内容 備考 

１ 
動脈硬化を予防して 

健康寿命をのばそう 

医師   

河本医院 河本知秀 氏 
・講演 

・１時間程度 

・平日 

・午後 7時 30分～  

2 呼吸器疾患について（仮） 
医師 

高見医院 高見大樹 氏 
・講演 

3 

お口の健康なくして 

全身の健康はありえない 

～お口は予防の最前線～ 

歯科医師 

仲歯科医院  

仲秀典 氏 

・講演 

４ お薬との上手な付き合い方 薬剤師 ・講演 

５ 関節痛予防について 

理学療法士 

三朝温泉病院 

山根隆治 氏 

・講演 

・実技 

簡単な体操 

６ 
骨粗しょう症を知って骨折

予防 

三朝温泉病院 

リエゾンチーム 

（医師、保健師、 

理学療法士のいずれか） 

・講演 

【健康推進課】資料 NO.16 

◆期   間 ： 令和８年６月～１２月 

◆内 容 等 ： 下記一覧のとおり 

◆申込 1次〆切 ： 令和８年６月１２日（金）  

      2次〆切 ： 令和８年７月３１日（金） その後も随時申し込み可能 
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【開催時期：6月～2月】 ※テーマ 11については下記日程で実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テーマ 講師 内容 備考 

７ 
眠れてますか？ 

～十分な睡眠は心と体の栄養です～ 
健康推進課  

保健師 
・講演 

・1時間程度 

（希望により調整可） 

・できるだけ平日 

８ ヒートショックから身を守る 

９ 健診結果の活かし方 

１０ 知って得する！食習慣のコツ 
健康推進課  

栄養士 

１１ 

まちの保健室 

（複数自治会での合同開催 ） 

①北条地区：10月 25日（日） 

         9：30～11：３0 

②大栄地区：11月 14日（土） 

         9：30～１１：３0 

鳥取看護大学 

教員、学生 

・各種測定 

身体測定 

骨密度・ 

肌年齢等 

・ミニ講話 

※R8 年度より北条

地区・大栄地区ごと

に各１回、複数自治

会での合同開催。 

開催場所について

は、後日大学・役員

とで調整。 

※テーマ１～６については、開催可能回数に限りがあります。希望される自治会が多かっ

た場合には、これまでの開催状況をふまえたうえで、ご希望にそえないことがあります

のでご了承ください。 

※テーマ 11については、申し込み後、詳細をお伝えします。 
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２ 健診受診の呼びかけについて 

５月中旬に、受ける事のできる健診の受診券を対象者全員に発送予定です。 

受診券に同封する『健診の手引き』をよくご覧になり受診していただくようお願いします。 

健診受診の呼びかけについては健康推進員へもお願いをしますが、自治会内で、『みんな

で受ける健診』として声かけをお願いします。 

例えば、各会議・会合や各種行事で声かけ、自治会だよりや行事の案内チラシに記載 等 

 

 

 

 

  

今年度の集団健診について （お知らせ） 

１）予約について 

 混雑を緩和するため WEB 予約を先行します。電話予約開始日の午前中は混み合います。

つながらない場合は時間を空けておかけ直しください。 

 

【予 約 方 法】  ①WEBでの予約 

             予約開始 ： 5月 27日（水） 

             受付時間 ： 24時間（5/27のみ 8時 30分開始） 

             予 約 先 ： https://go.mrso.jp/313726/        QRコード        

②電話での予約 

             予約開始 ： 5月 29日（金） 

 受付時間 ： 平日 8時 30分～17時 15分 

             予 約 先 ： 健康推進課 37-5867 

            

【日 程】  健診の手引き P４～R5をご覧ください。  

※定員になり次第、申込を締め切りますので、ご了承ください。 

※予約をされていない方は、当日受診できない場合もありますので 

ご注意ください。 

 

【バス送 迎 】 ２回から４回に増えます。交通手段でお困りの方があれば、 

お声がけください。 

 

２）大腸がん検診について 

【集団健診の場合】事前に、WEBまたは電話でご予約ください。 

            予約者に、健診日の約１週間前に、検体容器を郵送します。 

検体容器は、ご予約いただいた健診日に、健診会場で提出してください。 

他の健診を医療機関や職場で受診されている場合、大腸がん検診のみ 

家族等による代理受診も可能です。 

【医療機関の場合】医療機関に直接予約をしてください。 

検体容器の配布及び回収は医療機関で行います。 

 

３）人間ドックについて 

対象年齢：40、45、50、55、６０、６１、６５、７０歳 

※令和 8年度から 60歳が対象となりました。令和 9年度から、61歳は対象外となります。 
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【健康推進課】資料 No.17
　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

北栄町食生活改善推進員養成の取り組みについて（お願い） 

 

 

１．食生活改善推進員とは 

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、住民の健康づくりを食の分野を中心に推進する全

国的なボランティア組織です。 

市町村の行う所定の講座を受講して、そこで学んだことをまずは自分や家族のために実践し、地

域の住民へと広げることにより、町と連携しながら積極的な健康づくりに取り組んでいます。 

 

 

２．会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 

　 全国　　  90,107 人(R6 年度)　　　倉吉支部　　408 人（R6 年度）　　  　　 　  

 鳥取県　   1,492 人(R6 年度）　　 北栄町      100 人・29 自治会(R8 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治会名 会員数 自治会名 会員数 自治会名 会員数 自治会名 会員数

 江北 6 下神 6 西園 2 岩坪 －

 江北浜 － 松神 － 東園 2 高千穂 3

 東新田場 5 曲 8 東園浜 1 由良宿 1区 －

 西新田場 － みどり一区 1 六尾 9 由良宿 2区 3

 国坂 1 向山 － 六尾北 － 由良宿 3区 5

 国坂浜 3 中央 － 瀬戸 3 由良宿 4区 1

 大野 － 山西 － 原 － 由良宿 5区 －

 田井 3 みどり西 4 大島 7 由良宿 6区 －

 土下 3 小河原 － 西穂波 － 由良宿 7区 －

 米里 － みどり南 1 穂波 2 緑ヶ丘 1

 北条島 － 国坂東 4 亀谷 1 妻波 3

 北尾 － さつきヶ丘 － 東亀谷 － 大谷 －

 弓原 － みどり二区 6 下種 － 別所 －

 弓原浜 － 国坂中 － 上種 － 比山 －

 駅前 3 さくら － 茶ヤ条 3 青木 －

 西高尾 － 二子塚 －

 東高尾 －

 【北条地区】54人、14自治会 【大栄地区】46人、15自治会
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３．主な活動 

　　・各自治会における伝達講習会 

　　・食育事業（乳幼児親子、小学生、中学生、高校生を対象とした料理教室） 

　　・子どもの料理教室（小学生を対象に中央公民館にて継続した料理教室の開催） 

・地産地消普及活動 

　　・町、社協の健康づくりイベントに協力 

　　・町主催の学習会に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．食生活改善推進員会費　　年間 800 円／人 

 

５．北栄町養成講座 

【目的】健康づくりに関する知識や技術を学ぶことを目的とした講座で、食の大切さや望ましい

食習慣等を広める活動を行う地域の実践者を養成します。 

　【講座】開講日 5日間（講話・調理実習）。1回 4時間、8月～12月の月 1回ペースで開催。 

修了に必要な時間数：20 時間 

※欠席され時間数が不足する場合でも、修了に向け支援します。　　　　 　 

　　【費用】無料 

 

６．養成講座開催のスケジュール　 

R8.4 月　　  自治会長会でお願い 

現会員からの声かけ 

R8.7 月　 　 町報、ＴＣＣ文字放送、ＨＰを利用した広報 

　　　R8.8～12 月　養成講座（全 5回） 

R9.4 月　　　修了証授与　 

～

近年の修了者数 

　R2‥･･･6 人 

　R4‥･･･7 人 

　R6‥･･･12 人

【R7　主な活動実績】 

日本食生活協会の補助金事業 
① 若者世代【中央高等学園専修学校】 
② 高齢世代【瀬戸、みどり西】 
③ 親子の食育教室【ほくほくプラザ】 
④ 減塩普及活動【全会員】 
⑤ 食生活改善推進員地区組織活動実績集計【全会員】 

鳥取県の補助金事業 
① 食習慣改善講習会事業（減塩・野菜摂取） 

　　【六尾、瀬戸、茶ヤ条、由良宿 3 区、 
　　　江北、下神、曲】 

② 教育研修事業【全会員】 
町・町食推の補助金事業 

① 子ども料理　【妻波、東新田場、下神、曲】 
② 男性料理　　【六尾、大島、高千穂、みどり西】 
③ 伝達講習会　【各自治会】 

　　

【問い合わせ先】 

　健康推進課　健康づくり推進室 

電話 : ３７－５８６７（課直通） 

　E-mail : kenkou＠e-hokuei.net
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北栄町長　手嶋　俊樹　様

次のとおり実施したいので、申請します。

 　　　　　年　　　月　　　日

（押印省略可）

　　　　　年　　　月　　　日

○添付書類

・位置（箇所）図

・現況写真

※申請は、作業実施前の５日前に提出してください。

事 業 場 所 北栄町

実 施 予 定
年 月 日

実　施　申　請　書

団 体 名

代 表 者
住 所

氏 名

事 業 名
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北栄町長　手嶋　俊樹　様

次のとおり完了しましたので、報告します。

　　　　　年　　　月　　　日

（押印省略可）

　　　　　年　　　月　　日

　　　　　年　　　月　　日

○添付書類

・位置（箇所）図・・・申請内容に変更ない場合は省略可能とする。

・写真（着手前、完了後、作業状況等）

※報告は、作業実施後、５日以内に提出してください。

事 業 場 所 北栄町

実 施 年 月 日

完 了 年 月 日

事 業 名

完　了　報　告　書

団 体 名

代 表 者
住 所

氏 名
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次のとおり、除草作業に係る燃料費等を請求します。

　　　　　年　　　月　　　日

北栄町長　手嶋　俊樹　様

　　　　　年　　　月　　　日

※自治会登録口座に振り込んでください。

事 業 場 所 北栄町

完 了 年 月 日

地域整備課
担当課確認欄

事 業 名

請　求　書

金　　　　　　　　円

団 体 名

代 表 者
住 所

氏 名
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地域猫活動について

m-iwamoto
テキストボックス
【環境エネルギー課】 資料No.19


m-iwamoto
テキストボックス
北栄町環境エネルギー課
生活環境室 ☎37-3116

r-yamaguchi
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【環境エネルギー課】資料 No.20

再生資源回収報奨金の活用について（お願い） 

～主体的な取組で循環型社会の実現と活動の充実を～ 

 

北栄町では資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図るために、再生資源回

収に協力する団体に対し報奨金を交付しています。 

対象は自治会、子ども会など町内にある営利を目的としない団体です。活動

資金の確保、身近な環境教育の啓発・推進などにご活用ください。 

 

★再生資源回収報奨金を活用するメリット 

〇活動団体の資金になる（2 ヶ所から入金があります） 

・町から報奨金 

(１)　古紙類　　　　1 キログラムにつき　3 円 

(２)　金属類（缶）　1 キログラムにつき　5 円 

(３)　瓶類　　　　　1 本につき　5 円 

・回収業者から買取金 

 

〇ごみ減量化への貢献 

・収集量（令和 7 年度実績） 

町全体（ごみ収集所、リサイクルステーション、再生資源団体回収） 

①古紙類　281 ㌧　②金属類　35 ㌧　③瓶類　59 ㌧ 

・再生資源団体回収のみ 

①古紙類　122 ㌧　②金属類　20 ㌧　③瓶類　1 ㌧ 

※活動団体の収集がごみ減量化、リサイクル率の向上に大きく貢献している。 

 

〇身近な環境教育の啓発・推進 

・地域ぐるみで、子どもから大人までみんなでできる活動が環境を守る 

・ごみにせず、リサイクルすることは地球温暖化防止対策につながる 

・4Ｒの推進を地域・家庭に広げる 

Refuse（リフューズ）＝断る…ノーレジ袋、使い捨て製品（割り箸など） 

Reuse（リユース）＝使い続ける…詰替え容器の活用、古着、中古品の活用など 

Reduse（リデュース）＝減らす…簡易包装にする、必要な分だけ買う、水切り 

Recycle（リサイクル）＝再利用する…再生資源として出す、再生品を買う 

 

★ 報奨金の問合せ、環境教育出前講座の申し込み等については、下記までご連絡くださ

い。 

 

【お問い合わせ先】　環境エネルギー課 生活環境室 

電 話　0858-37-3116 

F A X　0858-37-5339
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本年度も自治会等地域で子どもを育てる体験活動支援事業を実施します。 

　補助を希望する団体は下記をご確認のうえ、申請してください。 

　詳細について、北栄町ホームページにも掲載していますのでご覧ください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(北栄町ホームページ➡) 

 

【事業概要】　自治会等が行う３日以上の各種体験活動に要する経費を補助 

補助金の交付は 1年度 1回まで 

【補助経費】　下記の経費の 10分の 10 以内、　合計　上限４万円 

 

【支給要件】 

 

＜過去の活動内容の一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 費　目 補助対象額 上限額

 
指導者謝礼（1 回あたり 1,800 円/人） 実費

合計　4万円  消耗品費（各種教材費等）、使用料・賃借料（入場料等）、

旅費（鉄道費・ガソリン代）、印刷製本費（チラシ代等）
実費

 
１ 事業主体 自治会、自治会 PTA(こども会・生徒会)、地域の有志・団体※個人での申請は不可

 
２ 参加者 地域の小学生、中学生（原則 5人以上ですが、自治体の実状によります。）

 

３
体験活動

の内容

①自然体験事業（キャンプ、自然観察等）④交流事業（高齢者交流、国際交流） 

②生活体験事業（料理教室、宿泊体験等）⑤学習事業（長期休業中の自学支援等） 

③伝統文化継承事業（しめ縄作り等） ⑥教育委員会が認める有益な体験活動

【教育総務課】資料 No.21

令和８年度　地域で子どもを育てる体験活動支援事業について（ご案内）

料理教室 灯ろう作り学校の宿題

　【申請・問合せ先】※活動内容が補助対象となるか不明な場合は、事前にご相談ください。 

　北栄町教育委員会事務局　教育総務課　学校教育室　☎0858-37-5870
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【令和8年スケジュール】

［その他、参加や地域住民への参加呼びかけをお願いする事業］　

●分かりやすいじんけんの話（講演会） 年間6回程度　　

●北栄町じんけんフェスティバル2026 12月5日（土）　大栄農村環境改善センター

●高齢者対象人権を学ぶ会 9月～3月（8月頃に別途ご案内いたします）

※人権関係の教材ＤＶＤを貸し出します。会合等にあわせた学習などにご利用ください。

[参考]

・昨年度は62自治会で開催、901名の参加

【生涯学習課】資料No.22

概 要

　自治会の主体的な取り組みとなるよう、地域課題や様々な人権問題から自治会が学習
テーマを決定し、DVD視聴や懇談等の学習を実施することで、人権問題への気づきや解決
に向けた行動に結びつける。(9月～11月の期間中に実施)
　今年度の町推奨DVD教材は「外国人の人権」を学習テーマとします。

令和8年度　人権を学ぶ会事業

目 的
　人権尊重のまちづくりを推進する具体的な取り組みとして「人権を学ぶ会」を開催し、町民
一人ひとりが学ぶことをきっかけとして、誰一人取り残さない“個性を認め合い、互いの心に
寄りそうまち"をめざす。

依頼事項
　多くの住民の方に参加していただけるよう、地区推進員を中心に自治会役員全体で実施
計画の作成や参加の呼びかけをお願いします。

期 日 項 目 対象 説 明

6月19日 　第1回地区推進員会議 地区推進員
　学習テーマ等の説明及び実施（計画作
成・運営）依頼

8月18日 　第2回地区推進員会議 地区推進員
　日程・内容・当日役割の確認、住民周
知・参加呼びかけのお願い
　学習テーマについての研修

9月
～

11月
　人権を学ぶ会の開催 自治会住民

　DVD視聴、懇談・意見交換、ワーク
ショップ等
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おはよう

いって
らっしゃい おはよう

ございます

地
域
に
広
げ
よ
う

　

  
あ
い
さ
つ
の
輪

地域の安心・安全につながる

©青山剛昌／小学館

青少年育成北栄町民会議（生涯学習課内）
電話：37-5871   FAX：37-3242
Mail：manabi@e-hokuei.net

問い合わせ先

※推進自治会には、

　のぼり旗、ベスト、タスキなど啓発グッズを進呈します。

「取組んでみたい！」という自治会がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

メリット

★お互いの顔がわかる

★コミュニケーションのきっかけになる

★不審者が入りにくい地域になる

★子どもたちが安心して登校できる

何をすればいいの？？

例えば…

★登下校の子ども達の見守りやあいさつ

★のぼり旗を掲げる

★放送で啓発をする

あいさつ運動推進自治会 募集中！

約７割
の自治

会が

活動中
！

特に決まりはありません

各自治会ができる

ことから取組めばＯＫ！

すぐに取組めるよ！

fukushima
テキストボックス
令和8年度 あいさつ運動強調期間(予定）
【第1回】令和８年５月25日(月)～29日(金)
【第2回】令和８年10月19日(月)～23日(金)
一緒に取組みましょう♪

shishido
テキストボックス

r-yamaguchi
テキストボックス
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北栄社協発第 1 号 
令和 8 年 4 月 27 日 

自治会長　様 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北栄町社会福祉協議会　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　大　西　孝　弘　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公　印　省　略） 
 
 

令和 8 年度北栄町社会福祉協議会会費のお願いについて 
 
本会事業の推進につきましては、格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 
さて、令和 8 年度本会会費の協力をお願い申し上げたく、大変御多忙の時期

お手数ですが、次のとおり御協力いただきますようお願いします。 
　なお、御協力いただきました会費は本会が推進する北栄町地域福祉向上の　

ために活用させていただきたく、趣旨を御理解のうえ御協力を賜りますよう　

お願い申し上げます。 
記 

 
１．納入金額　　別紙一覧表のとおり（一世帯あたり１，０００円）　　　　　　　　 
　　　 
２．納入時期　　令和 8 年 5 月 22 日(金)までにお願いします。 
 
３．納入方法　　次のいずれかの方法で納入をお願いします。 
(1)口座振込の場合 
　　①鳥取中央農協大栄支所　　普通預金　６０２９６１６ 
　　②鳥取中央農協北条支所　　普通預金　０００７７０７ 
　　　　社会福祉法人　北栄町社会福祉協議会 
　　　　　　　　会長　大西　孝弘 
　　　＊口座振込の場合は、確認後に領収書を送付します。 
　　〇振込手数料は社協負担です。 
 

(2)現金の場合　※社協会費の専用封筒に入れての納入をお願いします。 
①北栄町社会福祉協議会　本所（瀬戸 36-番地 2） 

　　②北栄町役場　大栄庁舎　福祉課（由良宿 423 番地 1） 
　　③北栄町役場　北条支所　総合窓口室（土下 121-1） 
　　　（北条健康福祉センター） 
 
 

連絡先 
北栄町社会福祉協議会 
℡３７－４５２２ 
担当　前田い・柴山

【社会福祉協議会】No.24
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「社会福祉協議会会費」について 

 

北栄町社会福祉協議会 

１ 趣旨 

⑴ 社会福祉協議会(略称「社協」)は、社会福祉法に基づき、「地域福祉の推進をはか

ることを目的」に組織されている民間の福祉団体(社会福祉法人)です。全国の各都道

府県・市町村に設置されています。 

⑵ 北栄町社協は、自治会・行政・福祉関係者などとの連携を基に、小地域での福祉活

動のより一層の推進をはかり、「誰もが安心して暮らせる福祉の町づくり」を目指し

て活動しています。 

⑶ 北栄町社協の活動の趣旨に御理解いただき、町民のみなさんや法人の方々に会員と

なっていただき、北栄町内の支え合い活動を進めています。その財源として、会員の

みなさんに会費の御協力をお願いしています。 

 

２ 納入方法 

  町民のみなさんに会費の御協力をお願いしていますが、自治会が地域住民を代表す

る団体で、自治会と社協が地域福祉向上のために一緒に活動を進めていくことが、最

も効果的であると考えられたことから、以前から自治会を通じて会費のとりまとめを

お願いしています。 

  毎年、会費の御協力が得られるのは、自治会関係者みなさんの御協力のおかげです。

引き続き御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 

３ 活用 

  御協力いただいた会費、香典返し等の寄付金は、「自治会への福祉活動推進助成金

の交付」「いきいきサロン」「食事サービス」などの地域福祉事業に活用させていただ

いています。 

  御協力いただいた会費等の金額、活用内容等の詳細は、７月全戸配布の社協広報誌

で、毎年報告しています。 

 ※「福祉活動推進助成金」 地域の活性化をはかることを目的として、いきいきサロ 

  ン・運動会・世代間交流活動等の自治会でのコミュニケーション事業に助成をして

います。助成金額は、１自治会、均等割・１万円、世帯割・１世帯・３００円です。 

 

社協会費の種類 

種 類 年 額 令和 7年度実績 

 普通会費   一世帯 1,000円  4,371世帯  4,280,715円 

法人会費  一口  3,000円  90社      294,000円 
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北条地区 世帯数
社会福祉協議会会費
（1世帯1,000円）

大栄地区 世帯数
社会福祉協議会会費
（1世帯1,000円）

江　　北 169 169,000 西　  園 202 202,000 

江 北 浜 68 68,000 東　  園 106 106,000 

東新田場 50 50,000 東 園 浜 60 60,000 

西新田場 41 41,000 六　  尾 110 110,000 

国　　坂 52 52,000 六 尾 北 32 32,000 

国 坂 浜 100 100,000 瀬　　戸 110 110,000 

大　　野 80 80,000     原 91 91,000 

田　　井 136 136,000 大　　島 73 73,000 

土　　下 97 97,000 西 穂 波 14 14,000 

米　　里 80 80,000 穂 　 波 23 23,000 

北 条 島 71 71,000 亀 　 谷 85 85,000 

北　　尾 60 60,000 東 亀 谷 100 100,000 

弓　　原 95 95,000 下　　種 42 42,000 

弓 原 浜 47 47,000 上　　種 22 22,000 

駅　　前 40 40,000 茶 ヤ 条 14 14,000 

下　　神 120 120,000 西 高 尾 15 15,000 

松　　神 110 110,000 東 高 尾 27 27,000 

曲 87 87,000 岩　　坪 17 17,000 

みどり一区 123 123,000 高 千 穂 18 18,000 

向山団地 24 24,000 由良宿１区 210 210,000 

中央団地 79 79,000 由良宿２区 133 133,000 

山　　西 12 12,000 由良宿３区 110 110,000 

みどり西団地 170 170,000 由良宿４区 59 59,000 

小河原団地 25 25,000 由良宿５区 53 53,000 

みどり南団地 135 135,000 由良宿６区 58 58,000 

国 坂 東 91 91,000 由良宿７区 45 45,000 

さつきヶ丘団地 110 110,000 緑ケ丘団地 64 64,000 

みどり二区 115 115,000 妻　　波 150 150,000 

国坂中団地 46 46,000 大　　谷 235 235,000 

さくら団地 55 55,000 別　　所 24 24,000 

合　　計 2,488 2,488,000 比　　山 19 19,000 

青　　木 6 6,000 

北栄全体 4,830 4,830,000 二子塚団地 15 15,000 

※　世帯数は、4月全戸配布世帯数で算定しています。 合　　計 2,342 2,342,000 

（別紙）令和８年度　北栄町社会福祉協議会会費　目標額一覧表

r-yamaguchi
テキストボックス
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